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算定要件抜粋（指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準等より抜粋） 

 （下線は改正部分） 

⑴ 特定施設入居者生活介護 

入居継続支援加算【区分・要件】 
注５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定特定施設におい
て、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき
次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サービス提
供体制強化加算を算定している場合においては、算定し
ない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。 

 ⑴ 入居継続支援加算（Ⅰ）  36単位 
 ⑵ 入居継続支援加算（Ⅱ）  22単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
四十二の三 特定施設入居者生活介護費における入居継
続支援加算の基準 
イ 入居継続支援加算(Ⅰ) 
次の掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号

に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者
の百分の十五以上であること。 

 ⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービ
ス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をい
う。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに
一以上であること。ただし、次に掲げる基準のいずれ
にも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方
法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに一以
上であること。 

  a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減
に資する機器（以下「介護機器」という。）を複数
種類使用していること。 

  b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセ
スメント（入居者の心身の状況を勘案し、自立した
日常生活を営むことができるように支援する上で
解決すべき課題を把握することをいう。）及び入居
者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況
等の見直し行っていること。 

  c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の
確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事
項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用
するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、
介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該
委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項
の実施を定期的に確認すること。 

   ⅰ 入居者の安全及びケアの質の確保 
   ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 
   ⅲ 介護機器の定期的な点検 
   ⅳ 介護機器を安全かつ有効に活用するための職

員研修 
⑶ 通所介護費等算定方法第五条に規定する基準のい
ずれにも適合していないこと。 

 
ロ 入居継続支援加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号
に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者
の百分の五以上であること。 

⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。 
 

 

生活機能向上連携加算【区分・要件】 
注６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定特定施設におい
て、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価
を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、
当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の
急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場
合を除き３月に１回を限度として、１月につき、⑵につ
いては１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

※厚生労働大臣が定める基準 
四十二の四 特定施設入居者生活介護費における生活機
能向上連携加算の基準 
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実
施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法
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いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。また、注７を算定している場合、⑴は算定せず、
⑵は１月につき100単位を所定単位数に加算する。 

 ⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  100単位 
 ⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  200単位 

 

士等」という。)の助言に基づき、当該指定特定施設(指
定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定す
る指定特定施設をいう。以下同じ。)の機能訓練指導
員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別
機能訓練計画の作成を行っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又その家族に対
し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等
を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行って
いること。 

 
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実
施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定
特定施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共
同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練
計画の作成を行っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 

 

 

個別機能訓練加算【区分・要件】 
注７ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復
師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(は
り師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事
業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する
者に限る。)(以下「理学療法士等」という。)を１名以
上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特
定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す
る常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療
法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算
方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているも
の)として都道府県知事に届け出た指定特定施設におい
て、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護
職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者
ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、
計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加
算(Ⅰ)として、１日につき12単位を所定単位数に加算す
る。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合で
あって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報
その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、
１月につき20単位を所定単位数に加算する。 
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ＡＤＬ維持等加算 (ADL 維持等加算の申出 )【新設】 
注８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定特定施設におい
て、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行っ
た場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期
間をいう。）の満了日の属する月の翌月から12月以内の
期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき
次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 イ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)  30単位 
 ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)  60単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
十六のニ 特定施設入居者生活介護費におけるＡＤＬ維
持等加算の基準 
イ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間

(⑵において「評価対象利用期間」という。)が六月を
超える者をいう。以下、この号において同じ。)の総
数が十人以上であること。 

 ⑵ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月
(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の
翌月から起算して六月目（六月目にサービスの利用が
ない場合については当該サービスの利用があった最
終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく
値（以下「ＡＤＬ値」という。）を測定し、測定した
日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出し
ていること。 

 ⑶ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算
して六月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利
用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用
いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ＡＤＬ利
得」という。)の平均値が一以上であること。 

 
ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ イ⑴及び⑵の基準に適合するものであること。 
 ⑵ 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が二以上である

こと。 
 
※厚生労働大臣が定める期間 
二十八の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特
定施設入居者生活介護費の注８の厚生労働大臣が定める
期間 
 ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月か
ら起算して十二月までの期間 
 

 

科学的介護推進体制加算【新設】 
注14 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に
対し指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学
的介護推進体制加算として、１月につき40単位を所定単
位数に加算する。 

 イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知
症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本
的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

 ロ 必要に応じて特定施設サービス計画(指定居宅サー
ビス基準第184条第１項に規定する特定施設サービス
計画をいう。)を見直すなど、指定特定施設入居者生
活介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指
定特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供す
るために必要な情報を活用していること。 
 

 

 

看取り介護加算【区分・要件】 
ホ 看取り介護加算 
 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定特定施
設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る利用者について看取り介護を行った場合は、看取り
介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下に
ついては１日につき72単位を、死亡日以前４日以上30

※厚生労働大臣が定める施設基準 
二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介
護加算に係る施設基準 
イ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加
算(Ⅰ)に係る施設基準 
 ⑴ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又

はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同
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日以下については１日につき144単位を、死亡日の前
日及び前々日については１日につき680単位を、死亡
日については１日につき1,280単位を死亡月に加算す
る。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、
算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していな
い場合は、算定しない。 

 ２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設
において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する
利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介
護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下につ
いては１日につき572単位を、死亡日以前４日以上30
日以下については１日につき644単位を、死亡日の前
日及び前々日については１日につき1,180単位を、死
亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算
する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間
は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定し
ている場合又は夜間看護体制加算を算定していない
場合は、算定しない。 

 

意を得ていること。 
 ⑵ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援

専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特
定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取
りに関する指針の見直しを行うこと。 

 ⑶ 看取りに関する職員研修を行っていること。 
 
ロ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加
算(Ⅱ)に係る施設基準 
 ⑴ 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を

行う看護職員の数が一以上であること。 
 ⑵ イ⑴から⑶までのいずれにも該当するものである

こと。 
 
※厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者 
二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施
設入居者生活介護費のホの注１及び注２の厚生労働大臣
が定める基準に適合する利用者 
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者 
イ (略) 
ロ 医師、生活相談員、看護職員、介護支援専門員その他
の職種者(以下この号において「医師等」という。)が共
同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等
のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該
計画について同意している者(その家族等が説明を受け
た上で、同居している者を含む。)であること。 

ハ (略) 
 

 

サービス提供体制強化加算【区分・要件】 
ト 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているもの
として都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者
に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所
定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。 
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
四十三 特定施設入居者生活介護費におけるサービス提
供体制強化加算の基準 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、指定居宅サ
ービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特
定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービ
ス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予
防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受
け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サ
ービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特
定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と
指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防
サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定
介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)
の事業とが同一の施設において一体的に運営されて
いる場合における、介護職員の総数の算定にあって
は、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員
と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する
介護職員の合計数によるものとする。 

 ㈠ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉
士の占める割合が百分の七十以上であること。 

 ㈡ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数
十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十
五以上であること。 

⑵ 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上
に資する取組を実施していること。 

⑶ 通所介護費算定方法第五号に規定する基準のいず
れにも該当しないこと。 

 
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉
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士の占める割合が百分の六十以上であること。ただ
し、介護職員の総数の算定にあっては、イ⑴ただし
書の規定を準用する。 

 ⑵ イ⑶に該当するものであること。 
 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、
看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、イ
⑴ただし書の規定を準用する。 

 ㈠ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉
士の占める割合が百分の五十以上であること。 

 ㈡ 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常
勤職員の占める割合が百分の七十五以上であるこ
と。 

 ㈢ 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提
供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の
占める割合が百分の三十以上であること。 

⑵ (略) 
 

 

⑵ 介護予防特定施設入居者生活介護 

生活機能向上連携加算【区分・要件】 
注３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施
設において、外部との連携により、利用者の身体の状況
等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場
合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、
利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見
直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につ
き、⑵について１月につき、次に掲げる単位数を所定単
位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。また、注４を算定している場合、⑴は算
定せず、⑵は１月につき100単位を所定単位数に加算す
る。 

 ⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  100単位 
 ⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  200単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 
百十九の四 介護予防特定施設入居者生活介護費におけ
る生活機能向上連携加算の基準 
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は

指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しく
はリハビリテーションを実施している医療提供施設
の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以
下この号において「理学療法士等」という。)の助言
に基づき、当該指定介護予防特定施設(指定介護予防
サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定
介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の機能訓練指
導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個
別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 

 
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は

指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しく
はリハビリテーションを実施している医療提供施設
の理学療法士等が、当該指定介護予防特定施設を訪問
し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の
身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行
っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目の準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
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等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 

 

 

個別機能訓練加算【区分・要件】 
注４ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復
師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(は
り師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事
業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する
者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」とい
う。)を１名以上配置しているもの(利用者の数が100を
超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練
指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以
上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練
指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した
数以上配置しているもの)として、都道府県知事に届け
出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その
他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計
画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行
っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、１日に
つき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓
練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機
能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能
訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、
個別機能訓練加算(Ⅱ)として、１月につき20単位を所定
単位数に加算する。 

 

 

 

科学的介護推進体制加算【新設】 
注９ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、
利用者に対し指定介護予防特定施設入居者生活介護を
行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月に
つき40単位を所定単位数に加算する。 

 ⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知
症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本
的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

 ⑵ 必要に応じて介護予防特定施設サービス計画(指定
介護予防サービス基準第247条第２号に規定する介護
予防特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、
指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当た
って、⑴に規定する情報その他指定介護予防特定施設
入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必
要な情報を活用していること。 

 

 

 

サービス提供体制強化加算【区分・要件】 
ニ サービス提供体制強化加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定
施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  22単位  
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  18単位 
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  ６単位 

※厚生労働大臣が定める基準 
百二十 介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサ
ービス提供体制強化加算の基準 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員の
総数の算定にあっては、第四十三号イ⑴ただし書の規
定を準用する。 

 ㈠ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が百分の七十以上である
こと。 
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  ㈡ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、

勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百
分の二十五以上であること。 

⑵ 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の
質の向上に資する取組を実施していること。 

⑶ 通所介護費算定方法第十九号に規定する基準のい
ずれにも該当しないこと。 

 
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が百分の六十以上である
こと。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、
第四十三号イ⑴ただし書の規定を準用する。 

 ⑵ イ⑶に該当するものであること。 
 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、
看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、第
四十三号イ⑴ただし書の規定を準用する。 

 ㈠ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が百分の五十以上である
こと。 

 ㈡ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数の
うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上で
あること。 

 ㈢ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者
に直接提供する職員のうち、勤続年数七年以上の者
の占める割合が百分の三十以上であること。 

⑵ (略) 
 

 


